『松阪地域定住自立圏共生ビジョン<第三次> (案)へのご意見をお聞かせください』
　松阪市および多気町・明和町・大台町は、互いに連携・役割分担することで、生活に必要な都市機能を確保し、定住を促進することを目的に定住自立圏構想に取り組んでいます。
[bookmark: _GoBack]　このたび、引き続き圏域の課題に対応するため、具体的取組などを記載する「定住自立圏共生ビジョン＜第三次＞(案)」を作成しましたので、圏域内の住民の皆さまから広くご意見をいただきたく、パブリックコメントを実施します。
　なお、今回の意見募集については、多気町、明和町、大台町でも同時に実施しています。
●意見の募集期間
　　令和6年12月16日（月）から令和7年1月15日（水）まで【必着】
●意見を提出できる方
　　市内に居住している方、市内の事務所や学校などに通勤・通学している方、市内に事務所などがある企業および団体等。※多気町、明和町、大台町の方は各自治体ホームページをご参照ください。
●資料の閲覧方法
　　松阪市ホームページにて資料を閲覧およびダウンロードできるほか、松阪市役所 総務課文書･情報公開係（第3別棟）、経営企画課（4階）において、土・日・祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで、資料の閲覧ができます。
●意見の提出方法
　　市ホームページの申込フォームからご入力いただくほか、裏面の意見用紙に
住所、氏名（団体名）、電話番号、意見をご記入のうえ、郵送、持参、FAX、　　　　[image: ]
電子メールのいずれかで提出してください。
●注意事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　・住所、氏名は必ずご記入ください。
　・意見の記述は、具体的かつ簡潔にお願いします。また、どこの箇所についてのご意見かわかるように、ページと何行目かを記入してください。
　・いただいたご意見の概要およびご意見に対する考え方を、後日、市のホームページ等で公表します。（氏名、住所等は公表いたしません。）また、個別の回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。
●問合せ先　　松阪市役所 企画振興部 経営企画課 政策経営係　　℡　0598-53-4319
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＜締め切り＞　令和7年1月15日（水）　　必着
＜提出方法＞　○郵送の場合　　　〒515-8515　松阪市殿町1340番地1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松阪市役所企画振興部 経営企画課 政策経営係　宛
　　　　　　　○FAXの場合　　　　0598-22-1377（松阪市役所企画振興部 経営企画課）
　○電子メールの場合　kei.div@city.matsusaka.mie.jp
　　※件名に「松阪地域定住自立圏共生ビジョン<第三次>（案）に対する意見」と記入してくださ
い。
　　　　　　　○ご持参の場合　　　松阪市役所企画振興部 経営企画課（市役所4階）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（土、日、祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで）
【ご意見記入用紙】
松阪地域定住自立圏共生ビジョン＜第三次＞(案)に対するご意見等
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※意見の記述は、具体的かつ簡潔にお願いします。また、どこの箇所についてのご意見かわかるように、ページと何行目かを記入してください。
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